
青少年センター内会議室及び多目的ホール等利用基準（案） 

 

【概要】 

 

宗像市青少年センターは、青少年に学習と憩いの場を与え、青少年の仲間づくりと活動を助成し、

健全な育成を図ることを目的に設けられた施設です。また、市民の皆さんの交流や文化、学習活動

の広場でもあります。 

 

【事業内容】 

（１） 青少年の健全な育成に必要な指導及び相談に関すること。 

（２） 青少年の健全な育成に有害な影響を及ぼす環境浄化に関すること。 

（３） 青少年育成団体に対する指導及び助言に関すること。 

（４） 学校適応指導教室に関すること。 

（５） その他青少年の健全育成に関すること。 

  

所在地及び建物概要 

【所在地】 

 〒８１１－３４３７ 宗像市久原１８０（市民活動交流館内） 

TEL： ０９４０－３７－３５００（青少年相談受付電話） 

     ０９４０－３７－８３０３（      〃      ） 

        ０９４０－３７－３５３０（事務室内電話）  

     

 

【施設概要】                              

 

   

                                   ① 発達支援センター事務室 

                                      ② 青少年センター事務室 

③ 指導教室 １                     

                                      ④ 指導教室 ２ 

                                      ⑤ 多目的ホール（無料開放施設）（約１２０㎡） 

⑥ 会議室（無料開放施設）（約３５㎡）（定員 18

人） 

⑦～⑩ 相談室 

⑪給湯コーナー  
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 【交通アクセス】                                    

    

 ・JR 東郷駅からタクシーで１０分。 

 ・ふれあいバス（③系統）で１５分。 

 ・駐車場（無料）もあります。 

 

 

 

 

【施設利用について】 

⑤と⑥の施設については無料開放をおこないますが、利用については登録が必要です。 

♦登録の条件 

・ 地域で青少年育成活動を推進・支援する社会教育団体（注１） 

・ 5 人以上の人員により構成された団体で、月 1 回以上定期的な活動をしている団体 

（なお、小学生・中学生・高校生のみで構成された団体でも利用できることとします。） 

・  構成員の半数が宗像市民（市内在住者・在職者・在学者）である団体 

・  政治活動（政党活動・選挙活動）、宗教活動ではない団体 

・  非営利団体で活動又は商業宣伝を目的とした活動ではない団体 

（注１） 社会教育関係団体：法人であると否とを問わず公の支配に属しない団体で、社会教育に関する

事業を行うことを主たる目的とするもの。（社会教育法第 10 条）        

♦登録方法 

 施 設 利 用 登 録 の 内 容 

登録できる方 上記登録の条件に該当する団体 

有効期間 
登録した日から当該年度３月３１日まで 

※特別な理由がない限り継続登録とする。 

申し込み先 子ども課に登録申請書（様式第１号）を提出する。 

（注） 一旦登録を承認した場合でも、登録の条件を満たしていないと判断した時は登録を取り消

す場合があります。 

♦利用方法 

 施 設 利 用 方 法 の 内 容 

利用可能施設 

１、会議室（机 7 台・椅子 20 脚） 

２、多目的ホール（机 8 台 ・椅子 32 脚 ） 

３、給湯コーナー（ガス・ポット・やかんあり） 

利用可能時間 

午前９時～午後９時のうち１時間単位 （但し、複数時間の利用を可

能とし、１日４時間以内の利用を限度とする。）また、利用は申込み順

とする。 

 

利用申込みの方法と

申し込み先 

利用月の前月の２０日から利用日の前日までの、平日の午前 9 時か

ら午後 4 時までの間に市役所教育委員会子ども課に利用申込書（様

式第２号）を提出する。 



料金 無料 

休館日 毎月第１土曜日とそれにつづく日曜日、年末年始（12 月 29 日～翌年 1

月 3 日） 

 

♦利用の流れ    

１、 宗像市役所子ども課に登録申請書（様式第１号）提出 

２、 宗像市役所子ども課に利用申込書（様式第２号）提出（利用月の前月の２０日から利用日の前日）、許

可証を受取る。 

                  受付：平日の午前９時～午後４時までの間 

３、 利用方法 

・平日：午前 9 時～午後 5 時までの間は、発達支援センター事務室に許可証を提示し、指示に従って

利用してください。 

・平日：午後 5 時～午後 9 時までの間は、メイトム本館受付に許可証を提示し、鍵を受け取り開錠のうえ

利用してください。なお、利用後は清掃を行い施錠し、メイトム本館受付に鍵を返納してください。 

・土・日（祝日含む）：午前9時～午後9時までの間は、メイトム本館受付に許可証を提示し、鍵を受取り

開場のうえ利用してください。なお、利用後は清掃を行い施錠し、メイトム本館受付に鍵を返納してくだ

さい。 

    

♦利用上の注意事項 

 ・貴重品は、利用者の責任で管理をお願いします。万一、盗難等が発生しましても、当館では責任を負

えません。 

・駐車場内の事故、盗難等については、当事者で対処してください。当館では、責任を負えません。 

     ・消耗品等は利用者で準備をお願いします。 

     ・使用した施設は必ず最初の状態に戻してください。 

 ・ゴミ、その他持込まれた物は、全てお持ち帰りください。 

  

 

登録・申込み・問合せ先 
宗像市 教育委員会 子ども課 
TEL：３６－１２１４ 


